
１．国保資格及び滞納状況の解消
（１）他保険者の把握に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨する。また、大幅な遅延者

については、担当職員による調査等に基づき職権で国保資格を喪失させる。
（２）所得未申告者へ文書や臨戸、電話等により申告勧奨を行い、適正課税に努める。
（３）時効完了前に納入勧奨を行うとともに、時効が完成したら迅速に不納欠損処理を

行う。
（４）失業・疾病等による納付困難な世帯について、町減免規定により積極的推進を図る。
（５）非自発的失業者の軽減措置等の減免制度を国保加入者へ周知を行う。　
（６）年２回、徴収催告書を送付し、納付の勧奨を行う。

２．徴収方法の改善等の取組について
（１）短期被保険者証の交付により、滞納者との接触の機会を図り、納付指導を行う。
（２）１年以上の長期滞納者については、資格者証の交付を検討する。
（３）新規加入者に対し、保険税の自主納付及び納期内納付の自覚を植え付けるため、口

座振替の勧奨を行う。
（４）広報誌や町ホームページ及び職員等の訪問徴収において、口座振替の勧奨を行う。
（５）11月及び12月を徴収月間と位置づけし、税務課と連携し収納強化を図る。
（６）滞納者に対し、療養費や児童手当の現金給付がある時は、窓口にて納税相談を

行う。
（７）久米島町ホームページの一層の充実を図り、ホームページ等を通じて、国民健康保

険制度の周知を図る。

３．滞納処分実施の取組について
（１）現年度課税分徴収対策の強化
　   ● 令和元度に発生した滞納を発生直後から早期に財産調査を行い整理する。
（２）滞納繰越分の対策強化
　   ● 滞納者には、財産の調査を行い滞納処分を実施する。
（３）少額滞納案件の整理強化
　   ● 少額滞納案件を11月、12月の期間に集中的に整理を行う。
（４）執行停止等の強化
　   ● 財産調査結果に基づいて、納税資力の見極めを行い、滞納処分により著しく生活

を窮迫させるおそれのある場合において、執行停止処分を行う。

福祉課 保険・年金班 国保担当　☎985-7124お問合せ

久米島町国民健康保険
収納対策緊急プラン
久米島町国民健康保険
収納対策緊急プラン

台風対策について（上下水道課からのお知らせ）台風対策について（上下水道課からのお知らせ）

消費税

複数税率
事業所の皆さん

準備できていますか？

軽 減 税 率 ８ ％

飲食料品

新 聞

酒類等を除く食品表
示法に規定する食品

一般社会的事実を掲
載する週２以上発行

飲食料品の内、標準税率１０％に該当するもの

外 食

酒 類

店内での飲食
※テイクアウトは8%

酒税法に該当する
もの

医 薬 品
薬、医薬部外
品等

一 体 資 産
食品とおまけを
組み合わせた物

●飲食料品を取り扱う事業所は複数税率対応レジを！
　スーパー、ドラッグストア、小売店、飲食店等で、飲食料品とその他の商品を販売する場合の消費税率は、軽
減税率（８％）と標準税率（１０％）の複数税率になり、レシート、領収書、請求書には、税率ごとに合計金額を記
載する必要があります。
　このため、経済産業省では複数税率対応レジ等への買換え購入・改修経費への補助を実施しています。補助
金を利用する場合は、申請期限があります。
今、お使いのレジは複数税率に対応しているか、早めのご確認と準備をお願いします。また、中小・小規模事業
者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する「キャッシュレス・消費者還元事業」への参加
受付も実施しています。

　台風が接近してから対策を行うのは非常に危険ですので、台風接近前に住宅、管理しているアパートなどの
水道設備の対策をお願いいたします。

① タンクに水を溜めておきましょう
　 水タンクが空になって軽くなると、強風で吹き飛ばされたり、破損することがあり、非常に危険です。

② タンクのふたをしっかり閉めましょう
　ふたがしっかり閉まっていないと、強風で吹き飛ばされることがあり、非常に危険です。また、ふたが外
れると雨やゴミなどがタンクに入り衛生的にもよくありません。

③ 水漏れの応急処置について
　 水道管が破損した場合、応急処置としてバルブ（止水栓）を閉めると水は止まります。バルブはメーター
のすぐ近くにありますが、メーターは埋設されていたり、露出されていたりと建物によって異なります。事
前にメーターのバルブ及び水タンクのバルブの位置を確認しておきましょう。

上下水道課からのお願い
　台風通過後は、水の使用量の増加が予想されます。そのため、水圧が弱くなったり、断水が起こる可能性もあ
ります。水を大量に使用する清掃・洗車などは半日～ 1 日程度の猶予のあと使用なさいますようご協力お願
いいたします。

令和元年10月１日から

　令和元年10月１日から飲食料品・新聞を除き、消費税及び地方消費税の税率が８％から10％へ引き上げられます。

http://kzt-hojo.jp/
補助金の詳細は以下のURLをご覧ください。

QRコードは
こちら！POSレジPOSレジ

モバイル
POSレジ
モバイル
POSレジレジレジ

軽減税率対策補助金事務局　　☎０１２０－３９８－１１１（午前９時から午後７時）お問合せ
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